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·
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
た
親
が
亡
く
な
っ

　

た
。

･
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
た
親
が
高
齢
に
な

　

り
、施
設
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。

·
転
勤
に
な
り
、戻
っ
て
く
る
時
期
が
分
か
ら

　

な
い
。

·
両
親
が
高
齢
に
な
り
、子
ど
も
夫
婦
の
家

　

に
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

人
が
住
ま
な
く
な
っ
た
家
は
湿
気
が
た
ま

り
や
す
く
な
る
た
め
、劣
化
が
早
く
な
り
ま

す
。ま
た
損
傷
が
進
む
こ
と
で
、瓦
の
落
下
や

外
壁
の
飛
散
、塀
の
倒
壊
な
ど
保
安
上
の
危

険
が
高
ま
り
ま
す
。

　

空
家
の
倒
壊
や
、瓦
や
外
壁
の
落
下
な
ど

に
よ
り
被
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、空
家
の

所
有
者
等
は
多
額
の
損
害
賠
償
請
求
を
受
け

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

今
は
人
が
住
ん
で
い
る
住
宅
で
も
、様
々
な

事
情
で
、急
に
空
家
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。そ
の
た
め
、空
家
に
な
る
前
に
家
族
や
親

族
で
あ
ら
か
じ
め
相
続
や
管
理
に
つ
い
て
話

し
合
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、将
来
に
備
え
土
地
や
建
物
の
登
記

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
す
。

土
地
や
建
物
の
名
義
が
亡
く
な
ら
れ
た
方
の

ま
ま
で
あ
る
場
合
は
、相
続
登
記
を
し
て
お
く

こ
と
で
権
利
関
係
が
明
確
に
な
り
、そ
の
後
に

不
動
産
を
処
分
す
る
と
き
も
手
続
き
が
円
滑

に
な
り
ま
す
。

空
家
に
な
る
理
由
は
？

空
家
を
放
置
す
る
危
険
性

空
家
に
な
る
前
に
で
き
る
こ
と

「自分が空家の所有者になる」

と考えたことはありますか？

～空家問題について考える～

　適切な管理が行われていない空家が全国的に問題となっています。現在空家を所有していない方にとっ
ても、空家問題は決して他人事ではありません。突然降りかかるかもしれない空家問題について、この機会
に自分のこととして考えてみませんか。

【
試
算
の
前
提
と
し
た
被
害
モ
デ
ル
】

■外壁材等の落下による死亡事故（想定）

損害賠償額…5,630万円！

損害区分
死亡逸失利益 3,400万円

2,100万円
130万円
5,630万円

人
身
損
害

慰謝料
葬儀費用
合計

損害額

参
考
写
真
：
国
土
交
通
省
資
料
よ
り

特集
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　空家であっても、下表のような定期的な点検・作業
をすることで、建物の劣化を防ぐとともに、ご近所に迷
惑をかけないようにすることができます。

 

空家の適切な管理とは？

内部

作業項目

通風･換気
（60分程度）
通水
（3分程度）

清掃

郵便物整理

雨漏りの有無

建物の傷み

設備の傷み

室内の簡単な清掃

各蛇口の通水、排水口への排水

全ての窓・収納扉の開放、換気扇の運転

すべての部屋に雨漏り等がないか

屋根・外壁・建具・雨樋・ブロック塀等の破損がないか

水漏れがないか

ポスト・玄関への郵送物・配布物の整理

敷地内の落葉やごみの清掃

雑草や庭木の剪定・消毒

敷地内清掃

除草・立木の
剪定

作業内容 実施する頻度や注意すべき点など

建物を傷めないためには、
できるだけ頻繁に行いましょう。

ご近所の迷惑にならないように
念入りに行いましょう。

大雨や台風、地震の後には
必ず点検を行いましょう。

外部

その他
点検
項目例

補
助
対
象
と
な
る
空
家　

補
助
を
受
け
る
に
は　

　　

空
家
の
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
が
難
し

く
、今
後
使
用
す
る
予
定
が
無
い
場
合
は
、賃

貸
や
売
却
と
い
っ
た
選
択
肢
も
あ
り
ま
す
。空

家
の
賃
貸
や
売
却
に
は
、地
域
の
不
動
産
業

者
に
仲
介
を
依
頼
す
る
こ
と
が
一
般
的
で

す
。市
内
に
あ
る
空
家
に
つ
い
て
は
、市
と
公

益
社
団
法
人
愛
知
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

と
の
協
定
に
よ
り
、同
協
会
が
開
設
し
て
い
る

空
家
に
関
す
る
相
談
窓
口（
☎
0
5
2-

5
2

2

-

2
5
6
7
）が
利
用
で
き
ま
す
。空
家
の

賃
貸
や
売
却
を
ご
検
討
す
る
際
に
は
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、老
朽
化
し
た
空
家
は
解
体
す
る
こ

と
も
ご
検
討
く
だ
さ
い
。空
家
を
解
体
す
る
こ

と
で
、建
物
の
管
理
費
用
や
心
理
面
で
の
負
担

が
解
消
さ
れ
ま
す
。な
お
、土
地
に
つ
い
て
固

定
資
産
税
の
住
宅
用
地
特
例
が
適
用
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、更
地
に
す
る
こ
と
で
税
額
が
上

が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
、市
内
に
あ
る
空
家
の
う
ち
、居
住

の
用
に
供
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ

る
住
宅（
不
良
住
宅
）を
解
体
す
る
際
に
、そ

の
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
補
助
を
実
施
し
て

い
ま
す
の
で
、制
度
の
活
用
を
ご
検
討
く
だ
さ

い
。

　

次
の
全
て
を
満
た
す
空
家

①
延
べ
面
積
の
2
分
の
1
以
上
が
居
住
用
で

　

あ
る
こ
と（
長
屋
や
共
同
住
宅
等
は
全
て

　

の
住
戸
が
空
家
で
あ
る
こ
と
）

②
木
造
も
し
く
は
鉄
骨
造
で
あ
る
こ
と

③
住
宅
地
区
改
良
法
に
規
定
す
る
不
良
住
宅

　

に
該
当
す
る
こ
と

④
個
人
が
所
有
す
る
住
宅
で
あ
る
こ
と

※
そ
の
他
の
条
件
は
、左
記
ま
で
お
た
ず
ね
く

　

だ
さ
い
。

　

所
定
の
書
類
を
、左
記
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い（
現
地
調
査
の
上
、補
助
対
象
と
な
る
か
判

定
し
ま
す
）。

補
助
金
額　

最
大
20
万
円

募
集
締
切　

10
月
31
日
㈭

※
予
算
の
上
限
に
達
し
次
第
、終
了
と
な
り

　

ま
す
。

申
込
・
問
合　

都
市
計
画
課
都
市
計
画
Ｇ　

　
　
　
　
　

 

☎
55-

9
6
2
7

空
家
の
売
却・賃
貸・解
体
に
つ
い
て

津
島
市
空
家
解
体

　
　
　
　

促
進
費
補
助
制
度

特集

あまどい

参考写真：国土交通省資料より
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